
５．理数教育の推進

平成24年度予算額 1,000百万円
平成24年度補正予算額 10,001百万円
平成25年度予算額（案） 3,356百万円

１．要 旨

新しい学習指導要領に対応した教育活動を実現するため、理科、算数・数学の指導

、 。に関する環境整備が必要であるが その整備状況はいまだ不十分なものとなっている

特に、平成２４年４月に実施された全国学力・学習状況調査で初めて実施された理

科の結果において 「観察・実験の結果などを整理・分析した上で、解釈・考察し、、

説明すること」などの課題が明らかになったところであり、このことも踏まえ、観察

・実験活動を一層重視し、科学的思考力を育むための環境整備を総合的に推進する必

要がある。

２．内 容

理数教育の充実のための総合的な支援

（１）理科教育設備整備 3,000百万円（ 1,000百万円）

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における理科教育の振興を図る

ため、理科設備、算数・数学設備を整備するために必要な経費の一部を補助す

る。

【補助率】１／２（沖縄 ３／４）

【補助事業者】地方公共団体、学校法人

（ ） （ ）２ 理科の観察・実験の準備に係る補助員の配置 293百万円 新 規

小学校、中学校における理科の観察・実験を支援する補助員（観察実験アシ

スタント(PASEO:Preparation Assistant for Scientific Experiments and Ob

servations)）を配置するために必要な経費の一部を補助する。

【件数】小学校 2,100校×4学級、中学校 1,100校×3学級

【補助率】１／３

【補助事業者】地方公共団体、学校法人

（３）理科の観察・実験指導等に関する研究協議の実施

（ ）63百万円 新 規

小・中学校の理科教育の接続を改善するとともに、教員の理科の観察・実験

の指導力向上を図るため、各学校の研修等で中核的な役割を担う教員を集め、

研究協議会を実施する。
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科学的思考
力の育成

・科学技術系人
材
の育成
・イノベーション
の
基盤形成

①知識・技能、思考力・判断

力、表現力、学ぶ意欲の育
成を重視した新学習指導要
領の趣旨の普及・定着、授
業スタイルの革新

②観察・実験等に用い

る理数教育設備の整
備等の環境整備

④教員の観察・実験等に係る
指導力の向上

⑤実体験の機会や、実社

会で活躍する人材等の招
聘、高度な実験授業等に
触れる機会の整備

⑥理数好きの子どもの
裾野を拡大するとともに
才能をさらに伸ばすた
めの環境の整備

・理数教育設備・備品等の
整備の支援の充実

・観察実験アシスタントの
配置による授業準備の支援

・理科等の授業教材や授業モデルの配信
・小学校理科の観察・実験の手引きの配布

・少人数指導等のための
教職員配置の支援

・学校への社会人の招聘を
容易にする環境整備

・研究者による数学等の意義に関する
講演活動等の実施

・最先端の科学技術の体験や、出前講座
の実施

・自然体験、生活体験の場の提供

・実験・観察や算数との関連等に係る
教員の研修機会の提供

・先端的研究施設等での理科教員の
実習等の実施

・理科の教員養成カリキュラムの開発

・新学習指導要領の趣旨の理解促進
・ESDなど教科を超えたテーマによる思考力
育成の実践研究等

・授業改善に向けた授業改善アイディア例
等の作成

・協働型・双方向型の授業の
実証研究の推進

（アシスタントの配置により、
観察・実験環境の充実が、
授業の質の向上につな
がるよう、間をつなぐとと
もに、大学生にアシスタン
トを経験してもらうことに
より、教員資質向上にも
つなげる）

・「科学の甲子園」の推進
（中学生対象の大会も創設）
・国際科学技術コンテストへの

参加支援
・スーパーサイエンスハイスクール
・科学部活動への支援

（学校教育を補完・拡充するほか、
優秀な人材の発掘、モチベーション
の向上などにつなげる）条件整備

学校と学校外の施
策の連動
（教員研修による授業改善と、
社会人招聘の促進等によ
り、科学技術の社会におけ
る意義・役割の理解促進
や、実体験の重視など、理
科嫌いになる前のできるだ
け早い段階からの対策に
つなげる）

他の施策との相乗効果を生むよう戦略的に施策を講じ、
すべての子どもたちに科学的思考力を育成

科学的思考力育成のための理数教育の戦略的推進

相乗・補完

有機的連携

③教員が質の高い授業

の工夫等に集中できる
環境づくり
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理数教育充実のための総合的な支援

○平成２０年３月に告示された小・中学校の新学習指導要領において、理科では授業時数の増、
指導内容の充実が図られたところであり、観察・実験活動が充実された新しい学習指導要領に
対応するため、理科の指導に必要となる環境整備が求められている。

○平成２４年４月に実施された全国学力・学習状況調査の理科については、「観察・実験の結果な
どを整理・分析した上で、解釈・考察し、説明すること」などが課題とされた。

○このような科学的な思考力・判断力・表現力の育成のためには、理科教育における観察・実験の
充実が不可欠である。そのためには、観察･実験に係る理科設備の充実を図るとともに、教員に
とって負担の大きい実験の準備・調整等の業務を軽減し、教員が仮説をもとにした計画の立案、
結果の考察を含む観察・実験の指導に注力できる環境を整える必要がある。

○あわせて、今回の全国学力･学習状況調査で明らかになった小･中学校の段差を解消し、より一
層質の高い理科の指導が行えるようにするためには、各学校で行われる研修等を通して、教員
の観察・実験の技能を磨き、資質や指導力の向上を図る必要があり、各学校の研修等で中核
的な役割を果たす教員の育成が急務である。

物
的
支
援

人
的
支
援

理科教育設備の
整備

（国庫補助事業：理科教育設備整備費等補助金）

小・中・高等学校等の設
置者に対して、理科教育
等設備の整備に要する
経費の一部を補助

【３０億円】

・補助の対象

小学校、中学校（中等教育学校
の前期課程を含む）、高等学校（中
等教育学校の後期課程を含む）及
び特別支援学校における理科教育
のための設備を整備するために必
要な経費

・補助率
1／2（沖縄 3／4）

・補助事業者
地方公共団体、学校法人

理科教育における
観察・実験の充実

背景

観察・実験活動の質の向上をはじめとした
理科教育の充実のため、人的・物的の両面から

総合的な支援を実施

平成２５年度予算額（案） ： 3,356百万円
（平成２４年度予算額 ： 1,000百万円）

理科実験準備等
支援事業【2.9億円】

（国庫補助事業：理科教育設備整備費等補助金）

小学校、中学校における理科
の観察・実験を支援する補助員
（観察実験アシスタント
（PASEO））を配置

・補助率：１／３
・補助事業者：地方公共団体、学校法人

観察・実験指導力向上
研究協議会の実施
【0.6億円】

小・中学校教員の理科の観
察・実験の指導力の向上を図
るため、研究協議会を実施

・実施規模：各都道府県、年６回程度

児童生徒の
科学的な思考力、
判断力、表現力等
の育成・強化
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６.インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の充実

（平成24年度予算額 ８，１２９百万円）
平成25年度予算額(案) ９，９４５百万円

１．要 旨
改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システム構築のため、特

別支援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつつ、早期からの教育相談・支援
、 、 、 、体制の構築 合理的配慮の充実 データベースの構築 就学奨励費の支給対象の拡大

医療的ケアのための看護師配置、発達障害に関する教職員の専門性向上などの取組を
実施し、特別支援教育の充実を図る。

２．内 容
（１）インクルーシブ教育システム構築事業 １，３８５百万円（新規）

改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築に向
けた取組として、特別支援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつつ、早
期からの教育相談・支援体制の構築、幼稚園、小・中学校、高等学校における合
理的配慮の充実及び拠点地域・学校の整備、インクルーシブ教育システムに関す
るデータベース構築、就学奨励費の支給対象の拡大、医療的ケアのための看護師
配置、合理的配慮の関連知識の習得及び情報共有を図るためのセミナー開催等を
行う。
・早期からの教育相談・支援体制の構築 16地域・早期支援コーディネーター約50人
・インクルーシブ教育システム構築モデル事業 24地域・合理的配慮協力員約120人
・特別支援学校機能強化モデル事業 12地域・ＳＴ,ＯＴ,ＰＴ,心理学の専門家等
・インクルーシブ教育システム構築データベース構築 約360人
・就学奨励費の通常の学級への支給対象拡大
・医療的ケアのための看護師の配置 約330人
・合理的配慮普及啓発セミナー開催

≪関連施策≫
・教職員定数の改善（通級指導など特別支援教育の充実 600人の定数改善増）
・学校施設整備（公立学校のバリアフリー化） など

（２）発達障害に関する教職員の専門性向上事業 ７８百万円（新規）

発達障害のある児童生徒への支援にあたり、教員に発達障害に関する正しい理
解を図るための事業を実施するとともに、発達障害に関する専門的・実践的な知
識を有する教職員を育成するための事業を実施する。
・発達障害理解推進拠点事業 18地域
・発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業 4大学

（３）特別支援教育就学奨励費負担等 ８，３１５百万円（７，８４４百万円）

特別支援学校及び特別支援学級等への就学の特殊事情を踏まえ、これらの学校
に就学する障害のある児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するため 「特別支、
援学校への就学奨励に関する法律」等に基づき、通学費、学用品費等の就学に必
要な経費を援助する。
・特別支援学校の在籍者数の増 129,994人 → 133,984人（3.1%増）

（４）教科用特定図書等普及推進事業 １００百万円（１２０百万円）

障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるよう、多くの弱視
児童生徒の二ーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及や、ボランテ
ィア団体等にとって使い勝手のよい教科書デジタルデータの提供など、教科用特
定図書等の普及促進等を図る。

等
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改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、特別支

援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつつ、早期からの教育相談・支援体制の構築、幼稚園、小・
中学校、高等学校における合理的配慮の充実及び拠点地域・学校における調査研究、高等学校の特別支
援教育の充実、インクルーシブ教育システム構築に関するデータベースの整備、合理的配慮の関連知識の
習得及び情報共有を図るためのセミナー開催等を行う。さらに、医療的ケアのための看護師配置、就学奨
励費の支給対象の拡大を行う。

◆インクルーシブ教育システム構築データベース （独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

合理的配慮を確保しつつ、インクルーシブ教育システムに先導的な取組を実施している拠点地域・
学校での取組についてデータベースを構築し、普及促進と共有化を図る。

○インクルーシブ教育システム構築事業
平成２５年度予算額(案) １，３８５百万円（新規）

・幼・小・中・高におけるインクルーシブ教育システム（通級による指導等の活用を含む）の
実現に向けた合理的配慮の調査研究を実施。

◆インクルーシブ教育システム構築モデルスクール
（２４地域・合理的配慮協力員約１２０人の配置）

・インクルーシブ教育システムを域内（市町村又は複数の市町村）の教育資源（通常の
学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）を活用する形で追求する。

◆特別支援学校機能強化
モデル事業（１２地域）

（ＳＴ,ＯＴ,ＰＴ,心理学の専門家等
約３６０人の配置）

・複数の特別支援学校が連携し、機能別等の役割分担をしながらセンター的機能の機能強化を
図る。都道府県・指定都市教育委員会は、そのために必要な専門家（ST,OT,PT,心理学の専門
家等）を特別支援学校等に派遣する。また、キャリア・職業教育、ＩＣＴ・ＡＴ活用など今日的課題へ
の対応も行う。

・視覚障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱について、各県ごとの教育資源が少数しか存在しないこと
から、広域的な取組を促すことにより、専門性向上も含めた体制整備を促進する。

取組の収集・蓄積

◆「合理的配慮」普及啓発セミナーの開催 （文部科学省・６ブロックで実施）

市町村教育委員会や学校関係者に対して、合理的配慮に関する関連知識の習得と情報共有によ
る、就学事務の円滑化を図るため、セミナー等を開催。

就学期以前 小・中学校 高等学校

･･･連携、相談・支援体制構
築の推進

・特別な支援が必要となる可能性の
ある子ども及びその保護者に対し、
早期から情報提供や相談会の実施
等に取り組み、障害のある子ども一
人ひとりの教育的ニーズに応じた支
援を保障する就学先を決定する。

保護者・子ども

早期支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

○連携協
議会の
開催

○専門的
な助言、
研修

〇早期からの情報提供
〇相談会の実施
〇就学移行期等の支援

＜実践イメージ＞

円滑な就学

都道府県市町村

医療医療教育教育 保健保健保育保育福祉福祉 ・・・

◆早期からの教育相談・
支援体制の構築
（１６地域）

（早期支援コーディネーター
約５０人の配置）

特別支援学校等に在籍する医療的ケアを必要する子どもに対応するため看護師を配置する。
◆医療的ケアのための

看護師配置（約３３０人）

・小・中において、インクルーシブ教育システムを特別支援学級と通常の学級の交流及び
共同学習の形で追求する。

・特別支援学校と小・中・高において、インクルーシブ教育システムを特別支援学校と通常
の学級の交流及び共同学習の形で追求する。

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）

就学奨励費の支給対象を拡大し、通常の学級に在籍する障害
のある児童生徒（約2,800人）の就学を支援する。◆就学奨励費の支給対象拡大
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小・中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする
児童生徒は、６．５％程度の割合で在籍しており、すべての学校・学級において、これらの児童生
徒に対する支援が、喫緊の課題となっている。

発達障害のある児童生徒への支援にあたっては、教員一人一人が、発達障害に関する正しい
知識を習得するとともに、児童生徒への適切な指導や、保護者等に対して十分な説明を行い理
解を得る必要がある。また、各学校において、発達障害に関する支援の中核となる高度な専門
性を有する教員の存在も重要である。

そのため、教員に発達障害に関する正しい理解を図るための理解推進拠点事業を実施すると
ともに、発達障害に関する専門的・実践的知識を有する教職員を育成するためのプログラム開発
を行う。

○発達障害に関する教職員の専門性向上事業
平成２５年度予算額（案） ７８百万円（新規）

（事業内容）

特別支援学校特別支援学校

◎ 発達障害理解推進拠点事業 ２２百万円

◎ 発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業 ５５百万円

・教員一人一人が、発達障害に関する正しい知識を習得し、適切な指導や学校教育活動
全体を通じて児童生徒の理解を図るとともに、保護者等への十分な理解を得るための取組に
ついて、実践研究を行う。また、その成果普及のためのセミナー等を開催する。

１８校・地域

○ 教員向け発達障害に関する校内研修等の実施
・特別支援学校退職教員、元通級学級担当教員を講師として校内
研修を実施
・学校教育活動全体を通じて児童生徒への理解を図るための取組
の実践

○ 教員、保護者、地域等を対象とした成果普及のためのセミナーの
開催 など

（事業内容）

・学校現場において、発達障害に関する専門的・実践的な知識を有する教職員を育成する
ため、大学・大学院研究科において、教員養成段階や、中核的な現職教員に対する、育成
プログラムの開発を行う。 ４大学

○ 大学における教員養成段階において、発達障害に関する専門
的・実践的知識を習得するためのプログラム開発

○ 大学院研究科等において、発達障害に関する高度で専門的な
知識等を習得するためのプログラム開発

○ 成果普及のためのワークショップの開催 など

大学院研究科
大学

大学院研究科

高校

中学校

小学校

都道府県
教育委員会
都道府県
教育委員会

連携
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７ グローバル人材育成推進のための初等中等教育の充実．

（平成24年度予算額 ４２８百万円）

平成25年度予算額（案） ３８９百万円

○要旨及び内容

（１）英語教育強化推進事業 １７６百万円（ 新 規 ）

英語の使用機会の拡充やモチベーションの向上等、英語教育に関する優れた取

組を行う拠点校を支援するとともに、外部検定試験を活用して生徒の英語力を把

握検証し、生徒の英語力の一層の強化を図る。

（ ） （ ）２ 将来的な外国語教育のあり方に関する調査研究事業 ８百万円 新 規

グローバル人材育成の基礎となる英語・コミュニケーション能力の抜本的強化

を図るため、研究開発学校や教育課程特例校等の外国語教育に関する先進的な取

組の収集・分析やその成果等の検証方法の開発等、小学校をはじめとした各学校

段階における外国語教育のあり方について調査研究を行う。

（３）高校生の留学促進 １９０百万円（ 新 規 ）

海外留学する高校生の留学経費支援や、グローバル人材の基盤を形成する取組

の推進を図るため、当該取組を行う都道府県や高校生の留学・交流を扱う民間団

体を支援する。

（ ） （ ）４ 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育の推進 １５百万円 １５百万円

国際バカロレアの理念を活かしたカリキュラムづくりを行う学校を指定し、国

際バカロレアの趣旨を踏まえたカリキュラムや指導方法、評価方法等に関する調

査研究を行うことにより、我が国の教育の改善に活かす。

（ ） （ ）５ 前年度限りの経費 ０百万円 ４１３百万円
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英語教育強化推進事業
平成２５年度予算額（案） １７６百万円

国際共通語としての英語力向上のための
５つの提言と具体的施策（Ｈ２３．６．３０）

新学習指導要領の全面実施
（小：Ｈ２３、中：Ｈ２４、高：Ｈ２５）

９７百万円

●各都道府県に拠点校を設け、新学習指導要領の着実な実施を促進するとともに、英
語の使用機会の大幅な拡充やモチベーションの一層の向上を図る等の優れた取組
を支援。

各都道府県の全域で戦略的に英語教育の改善を図るため、当該教育委員会が
独自に英語教育改善プランを策定。

【英語教育改善プランにおける取組内容】
○拠点校における以下の取組に対する指導・助言
・外部からの指導を受けながら授業実践の積み上げ
・外国人教員、ＡＬＴ、ＩＣＴの効果的な活用
・英語強化合宿の実施 など

○拠点校の成果の普及（英語担当教員や管理職対象の研修会の実施等）

７９百万円

●外部検定試験を活用し、拠点校を中心に我が国の生徒の英語によるコミュニケーショ
ン能力・論理的思考力について把握・分析を行い、指導改善に活かすことで全国的な
取組を推進。

○拠点校及び拠点校以外の調査対象校の生徒対象
○スピーキングテストを実施
○分析結果を指導改善に活かすことで全国的な取組を推進

※対象生徒数：約６．４万人

英語によるコミュニケーション能力・論理的思考力を強化する指導
改善の取組

外部検定試験を活用した英語によるコミュニケーション能力・論理的
思考力の検証
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将来的な外国語教育のあり方に関する調査研究事業

平成25年度予算（案）８百万円（新規）

【事業内容】

グローバル人材育成の基礎となる英語・コミュニケーション能
力の抜本的強化を図るため、研究開発学校や教育課程特例校
等の外国語教育に関する先進的な取組の収集・分析やその成
果等の検証方法の開発等、小学校をはじめとした各学校段階に
おける外国語教育のあり方について調査研究を行う。

■調査研究課題（例）

○外国語教育開始年齢

○外国語活動の位置づけ

○授業時数の増加

○指導体制の検証

○外国語能力の指標・測定法

等

文 部 科 学 省管 理 機 関

（教育委員会、学校法人、国立大学法人）

指導・助言進捗管理

研究開発学校等
先進的な外国語教育の実践校

（取組例）
•小学校低・中学年からの外国語
教育の実施

• 授業時数の増加

外国語教育に関する
先進的な取組の収集・分析
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グローバル人材育成に向けた高校生の留学促進等

○同世代の外国人との相互コミュニケーションを図ることにより、多様な価値観に触れる機会を確
保し、学校教育を通じた国際的な視野の涵養及び異文化理解を大幅に促進させる。

○外国語（英語）運用能力の強化、コミュニケーション能力の向上など、グローバル人材の育成に
効果がある。

○大学レベルでの留学やその後の国際交流活動の拡大につながる。

高校生留学等の意義

高校生の留学促進

地方公共団体や高校生の留学・交流を扱う民間団体が主催する海外派遣プログラムへの参加、
もしくは個人留学をする者に留学経費を支援する。

●内容： １人40万円 ●対象人数： 300人（前年度同）

122百万円※実施主体：都道府県

グローバル人材育成の基盤形成事業 68百万円

②異文化理解ステップアップ事業

日本語を学ぶ外国人高校生を、高校生
の留学・交流を扱う民間団体を通じて、日本
の高等学校に短期招致することにより、
受け入れ先の高校生の異文化体験や相互
コミュニケーション、学校教育における
国際交流等の機会を確保する。

●対象人数： 115人（前年度同）

●対象者： 通訳なしで高校生等とコミュニ
ケーションが取れる程度の日本語能力を有
する者。

※実施主体：民間団体

①グローバル語り部の派遣

かつての帰国生や留学経験者、海外勤
務経験者、国際機関等の勤務経験者を留
学フェアや小・中・高等学校等へ派遣し、
体験講話の機会を設けることで、子ども
達の国際的視野の涵養を図る。
また、都道府県内にコーディネーター

を配置し、グローバル語り部の派遣に関
する関係機関との調整や、留学に関する
各種相談に応じる。

20百万円）※実施主体：都道府県 31百万円

③留学フェアの開催

高校生留学等を推進するためのフェアを各都道府県内で開催し、安心・安全な留学への
関心を喚起し、留学への機運を醸成する。
【メニュー例】
○高校留学や海外大学進学に関する情報を有する民間団体等による留学相談
○各国大使館による外国の魅力の紹介

※実施主体：都道府県 16百万円

実施事業

留学フェアや学校に派遣 受入学校以外での外国人高校生との
交流の場の確保

帰国後、グローバル語り部として成果を地域社会に還元

平成25年度予算（案） 190百万円（新規）
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国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育の推進

国際バカロレア※のカリキュラムは、知識・技能を活用する思考力・判断力・表現力をは

じめ、学習指導要領が目指す「生きる力」の確実な習得に資するものである。

このため、国際バカロレアの趣旨を踏まえたカリキュラム等に関する調査研究等を行う

ことにより、我が国の教育の改善に活かす。また、我が国における国際バカロレア資格の

認知度の向上、裾野の拡大を行い、グローバル人材の育成や将来の認定校の増加につ

なげる。

趣 旨

※年齢に応じ、ＰＹＰ（３～１２歳）、ＭＹＰ（１１～１６歳）、ＤＰ（１６～１９歳）の３つのプログラムがあり、

ＤＰ資格取得のための統一試験に合格することで、国際的に認められている大学入学資格の１つ

である国際バカロレア資格を取得することができる。国際バカロレア機構により、認定校における共

通のカリキュラムの作成、国際バカロレア試験の実施、国際バカロレア資格の授与などが行われる。

施策内容

◆ 指定校における国際バカロレアの趣旨を踏まえたカリキュラム等に関する調査研究

国際バカロレアの理念を生かしたカリキュラムづくりを行う学校を指定し、国際バカロレ
アの趣旨を踏まえたカリキュラムや指導方法、評価方法等に関する調査研究を行う。各
指定校においては、国際バカロレアについて調査した上で、その趣旨を踏まえたカリキュ
ラムや指導方法、評価方法等を実践・検証し、モデルカリキュラムを構築する。

＜研究内容＞ ＤＰに関する調査研究

＜指定校数＞ ５校

＜指定期間＞ ３年間

平成２５年度予算額（案）：１５百万円 （平成２４年度予算額：１５百万円）

※ 平成２４年度に指定した５校において、引き続き調査研究を実施する。
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